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新型コロナウイルス感染症の影響により、今後、研修が中⽌・変更になる可能性があり
ます。 
研修の開催については、毎⽉発⾏の研修だより等をご確認ください。 



 
 

 

Ⅰ 令和５年度 職員研修の基本⽅針・概要 

１．基本⽅針 
変化の激しい社会に対応しながら、新たな社会的課題に応え続けていくためには、研修をはじめとした人材育成が

重要であり、職員一人ひとりの⾃発性を引き出し、組織としても個人としても能⼒向上をめざす仕組みづくりに、一層
取り組む必要があります。 

そこで、令和５年度は、①職員のキャリア形成 ②SDGs の視点を踏まえた政策形成 ③係⻑級職員を対象とし
た研修を充実させます。加えて、⾃⼰啓発⽀援制度（資格取得⽀援制度・講座受講⽀援制度・⼤学院派遣制
度・⾃主研究グループ⽀援制度）を拡充するとともに、LMS のメニュー拡充をはかり、職員がより主体的に能⼒開発、
キャリア形成に取り組める環境を整備します。 
 社会課題が複雑多様化するなかで、職員一人ひとりの能⼒及び資質の向上は重要度が増しています。今後も、
「神⼾市人材育成基本計画」に定める「⽬指すべき職員像」の実現に向けて、「基礎的な資質」のさらなる向上に取
り組むとともに、職位に応じた必要な知識・スキルの習得を⽀援します。 

目指すべき職員像 
●チャレンジ精神〜CHALLENGE〜 

社会を変えようという意欲をもち、困難な仕事にも怯まず、最後までやり切る人 
●リーダーシップ〜LEADERSHIP〜 

⾃ら考え、周囲に働きかけながら、積極的に仕事を進めることができる人 
●デザイン⼒（創造⼒）〜DESIGN（CREATIVITY）〜 

豊かな発想や工夫により、 仕事をデザイン（創造）できる人 

 

神⼾市職員が共通して有するべき「基礎的な資質」 
①⾼い倫理観 

法令を遵守し、社会規範に則り公正に⾏動し、市⺠の信頼を得ることができる。 
②社会を変えようという意欲 

社会の⽭盾を受けとめ、社会を全⼒で変えていこうという意欲がある。 
③神⼾で働くことへの熱い想い 

神⼾市政に従事することに対し情熱を常に持ち続けることができる。 
④⾃ら考えて⾏動し、最後までやり抜く⼒ 

神⼾市⺠の⽬線に⽴って、神⼾市政が抱える⾏政課題を、さまざまな視点から⾃ら進んで⾒出し、⾃ら解決 
する気概を有し、最後までやり遂げることができる。 

⑤チームの一員として⾃らの役割を果たそうとする責任感 
市⺠の信託に応える責任感を常に有し、チームとしての和を保ちながら⾏動できる。 

⑥コミュニケーション能⼒「聴く⼒、伝える⼒」 
さまざまな異なる意⾒や考え方に対し、真摯に傾聴し、意⾒交換などの場で的確に説明をしながらコミュニケー 
ションをとり、その解決策を導き出し、市⺠に寄り添うことができる。 
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※神⼾市人材育成基本計画は、以下よりご参照いただけます。 
 
神⼾市イントラネット 
http://home.intra.city.kobe.lg.jp/documents/5203/202203jinzaiikuseikeikaku.pdf 
  

◆神⼾市クレド（神⼾市職員の志） 
①どんなときも、市⺠目線で 

市⺠との対話を⼤切にし、神⼾市で暮らす人、働く人、学ぶ人、集う人、 
そして未来の市⺠のことを、同じ⽬線で考えます。 

②圧倒的な当事者意識を持って 
課題を⾃分ごととし、果たすべき役割は何か、最善の⾏動は何かを考え、 
主体的かつ積極的に職務に取り組みます。 

③変化を捉え、果敢にチャレンジ 
広く社会に貢献できるよう先駆的な取り組みに積極的に挑戦します。 
テクノロジーの進化を⼤胆に取り入れ、果敢に未知の可能性に挑戦します。 

④⾼い倫理意識と、誠実さを 
全体の奉仕者として、法令を遵守し、社会規範や社会の常識に則り、 
市⺠の期待と信頼に応えられるよう⾏動します。 

⑤気持ちよく働ける職場のために 
神⼾市役所として最⾼のパフォーマンスを発揮できるよう、業務の在り方を 
絶えず⾒直し、職員一人ひとりがいきいきと働ける環境とは何かを考え、⾃ら実践します。 

神⼾市における⼈材育成の基本原則 

次の５つを基本原則として人材育成施策に取り組みます。 

①多様な⼈材を確保し、育成します。 

②業務遂⾏・職務経験、⼈事評価、研修を連携させながら、⼈材育成を図ります。 

③性別や年齢などに関わらず、成⻑と⾃⼰実現が可能となる機会を広く設けます。 

④職員の主体的な能⼒開発や⻑期的なキャリア形成を⽀援します。 

⑤一⼈ひとりの意欲と能⼒が⼗分に発揮できる⼈事管理・職場環境づくりを進めます。 
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●標準職務遂⾏能⼒ 

前述の「神⼾市職員が共通して有するべき基礎的な資質」を、具体的な能⼒として職位別に⽰したものが、次の
「標準職務遂⾏能⼒」です。                        （神⼾市人材育成基本計画より） 

  

局長級職員 部長級職員 課長級職員 係長級職員 担当者 

規律・倫理 規律・倫理 規律・倫理・意識 規律・倫理・意識 規律・倫理・意識 

全体の奉仕者として高

い倫理観を有し、服務

規律や法令、社会規範

を遵守するとともに、市

民や関係者の信頼を得

ることができる。風通し

のよい組織づくりができ

る。 

全体の奉仕者として高

い倫理観を有し、服務

規律や法令、社会規範

を遵守するとともに、市

民や関係者の信頼を得

ることができる。風通し

のよい組織づくりができ

る。 

服務規律や法令、社会

規範を遵守するととも

に、圧倒的な当事者意

識を持ち、市民や関係

者の信頼を得ることが

できる。所管組織の規

律・倫理の保持ができ

る。 

勤務状況が良好で、服

務規律や法令、社会規

範、職場のルールを遵

守するとともに、圧倒的

な当事者意識を持ち、

市民や関係者の信頼を

得ることができる。 

勤務状況が良好で、服

務規律や法令、社会規

範、職場のルールを遵

守するとともに、圧倒的

な当事者意識を持ち、

市民や関係者の信頼を

得ることができる。 

政策形成 政策形成 政策形成 知識・技術 知識・技術 

大局的な視野と将来的

な展望に立って、全市

的な方針に基づきなが

ら、重要課題について

方針を明確に示し、所

管行政を推進すること

ができる。 

所管行政を取り巻く状

況を的確に把握し、

先々を見通し、所管組

織の重要課題について

基本的な方針を示すこ

とができる。 

幅広い知識・技術や広

い視野、豊かな発想、

現状を把握する洞察力

を有し、ビジョンを示し、

施策を立案・実行する

ことができる。 

必要な知識・技術や広

い視野、豊かな発想を

有し、業務の遂行や施

策の立案ができる。 

業務を行う上で必要な

知識・技術を有し、それ

を有効に活用できる。 

判断・決断 判断・決断 判断・決断 理解・判断 理解・判断 

局室区を横断する課題

や所管行政の重要課

題について、豊富な知

識・経験及び情報に基

づき、冷静かつ迅速な

判断を行うことができ

る。 

所管行政の重要課題

について豊富な知識・

経験及び情報に基づ

き、冷静かつ迅速な判

断を行うことができる。 

所管業務の責任者とし

て、市民目線に立って、

場面に応じた適切な判

断を行うことができる。

大局をつかんだ決断を

下すことができる。 

業務の意義やその状

況を正確に把握・理解

し、その達成に向けて

市民目線に立って、速

やかに的確な決断が行

え、業務を進めることが

できる。 

業務の目的・内容、自

己の役割を的確に認

識・把握し、上司の指

示を仰ぎながら自らも

適切に考え、市民目線

に立って合理的に判断

することができる。 

説明・調整 説明・調整 説明・調整 説明・調整 コミュニケーション 

所管行政について適切

な説明を行うとともに、

全市的な方針の実現に

向け、特に重要な課題

について、高次元の調

整を行い、合意を形成

することができる。 

所管行政について適切

な説明を行うとともに、

全市的な方針の実現に

向け、上司を助け、困

難な調整を行い、合意

を形成することができ

る。 

利害関係や立場の異な

る相手に、施策・方針を

わかりやすく説明し、合

意を形成したうえで、業

務を円滑に進めること

ができる。 

利害関係や立場の異な

る相手に、施策・方針を

わかりやすく説明し、理

解を得たうえで、業務を

円滑に進めることがで

きる。 

指示や意見、事実関係

を正しく理解するととも

に、市民や関係者に対

してわかりやすく説明

し、理解・納得が得られ

るように応対できる。 

組織統率・人材育成 組織統率・人材育成 部下の指導育成 部下の指導育成   

強い指導力を発揮し、

所管組織の統率を行

い、成果を挙げることが

できる。適切な指導・助

言、指示・命令などによ

り、計画的・継続的な人

材育成を行うことができ

る。 

指導力を発揮し、部下

の統率を行い、成果を

挙げることができる。適

切な指導・助言、指示・

命令などにより、計画

的・継続的な人材育成

を行うことができる。 

部下との信頼関係を保

ちながら、規律の維持

や能力向上のため適切

な指導・助言、指示・命

令などにより、計画的・

継続的な育成を行うこ

とができる。 

能力や状況を踏まえた

効果的な指導・助言、

業務の配分を行い、本

人の意欲を引き出しな

がら育成ができる。 

  

業務運営 業務運営       

市民の視点に立ち、コ

スト意識とスピード感を

持ちながら不断の業務

見直しを自らと所管組

織内に徹底することが

できる。 

市民の視点に立ち、コ

スト意識とスピード感を

持ちながら不断の業務

見直しに率先して取り

組むことができる。 
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２．令和５年度の研修の概要 
（１）令和５年度の研修の特⾊ 
    令和４年度より、LMS(学習管理システム)を導入し、e ラーニングの充実、学習履歴の蓄積などを進めていま

す。集合研修は、「交流」「議論」「実践」をキーワードとし、講師や参加者同⼠の交流と議論を通じて得られる
「気づき」を職務上の実践に結びつけることをねらいとして実施しています。e ラーニングは、主に知識・スキルを習
得できるものを中心に、⾃ら学びたい・所属で学ばせたいカリキュラムを選択して受講できる環境を提供していま
す。今後は、e ラーニング・集合研修の特色を生かした、混合研修の拡充を⽬指していきます。さらに、職場にお
ける人材育成の促進及び職員の更なる職務遂⾏能⼒の向上を図るため、次のように事業を拡充します。 

 
 

●拡充の⽅針 
ア. ⾏動変容へと導く集合研修の拡充（Off-JT） 

（ア） 新規採用職員研修の充実 
神⼾市職員としての志を胸に刻み、モチベーション⾼くプライドを持って各職場に⽻ばたいていけるよ 
う、市幹部職員が神⼾市・各局のビジョン、主要施策とともに、⾃⾝のこれまでの体験や仕事観につ
いて語る研修を実施。さらに、習熟度や配属先に応じた研修内容に変更する。 

（イ） 職員のキャリア形成⽀援 
職員一人ひとりの能⼒向上や仕事に対するやりがいを⾼め、いきいきと働く環境を整備するとともに、
組織のパフォーマンスを向上させるため、職員のキャリア形成を⽀援する。新規採用職員研修をはじめ
とした、節⽬の階層別研修において、キャリア研修を実施し、試⾏的にキャリアカルテを導入する。 

（ウ） SDGs の視点を踏まえた政策形成研修の実施 
SDGs について職員一人ひとりが⾃分事として考え、政策に反映する能⼒を⾼めるため、新規採用
時、３級昇格時、係⻑・課⻑昇任時に SDGs の視点を踏まえた政策形成研修を実施する。あわせ
て、NPO 等の活動への参加を通じ、SDGs の観点を踏まえた政策形成能⼒を⾼める実践型の研
修を実施する。 

（エ） 係⻑級職員を対象とした研修の拡充 
これまで係⻑２〜４年次研修として選択制で実施していた階層別研修の対象を５年次以降にも
拡⼤するとともに、対象となる研修を拡⼤。係⻑級職員一人ひとりが必要とするスキルを柔軟に学
び、率先して⾃分⾃⾝の成⻑につなげるための研修内容に拡充する。 
対象者︓係⻑昇任２年⽬以降の職員 
内容︓職員研修所主催の集合研修、LMS に掲載の動画研修、兵庫県主催の研修、関⻄広域

連合主催の研修、関⻄広域連合加盟⾃治体主催の研修から１つ選択し受講  
 

イ. 職場における⼈材育成⼒（OJT）のさらなる強化 
課⻑級昇任者を対象とした研修において、部下育成やキャリア形成⽀援能⼒の向上を⽬的とした研修
を拡充する。加えて、課⻑昇任３年⽬の職員を対象に、DEI に関する研修を実施する。（DEI とは、
多様性 Diversity 公平性 Equity 包括性 Inclusion） 
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ウ. ⾃⼰成⻑への⽀援（⾃⼰啓発） 
（ア） 資格取得⽀援制度 

DX 関係の資格をはじめ、対象資格・補助額・補助率を拡充する。 
（イ） 講座受講⽀援制度 

⼤学・⼤学院の学費等の助成を増額する。 
（ウ） ⾃主研究グループ活動⽀援制度 
   SDGｓの観点で先進事例等の視察に⾏く場合の交通費助成を創設する。 
（エ） ⼤学院派遣制度 
   ⼤学院派遣に係る派遣先の制限を撤廃するとともに、対象年齢の上限を引き上げる。 
（オ）研究機関への派遣研修 

先駆的な研究を⾏う機関へ職員を派遣する制度を創設する。 
（カ） LMS(学習管理システム)の充実 

LMS（学習管理システム）で外部のオンライン学習サービスを受講できる環境を整備する。 

（２）階層別研修（基本研修） 
職員のキャリアステージや職位に応じて求められる一般的な知識・スキル・意識等を習得するための研修です。 

（３）テーマ別研修 
それぞれの職務内容や個人の能⼒・ニーズに応じて求められる知識・スキル・意識等を習得するための研修で

す。 

（４）職場研修⽀援 
各職場におけるサービス向上・課題解決等のため、各職場で実施する研修にかかる講師謝礼を⽀援します。 

（５）派遣研修⽀援 
職務遂⾏に求められる専⾨的知識・技法を習得するため、外部機関が実施する研修に職員を派遣（受講）

するための費用（受講料等）を⽀援します。 

（６）派遣研修(⺠間企業等・⼤学院派遣) 
① ⺠間企業等への派遣研修 

市役所の枠にとらわれない柔軟な発想やスキル、ビジネス感覚、コスト意識を学び、⾝に付けたノウハウや経
験、人脈を市政に還元することを⽬的に、⺠間企業等へ職員を派遣します。 

≪令和５年度派遣先≫ 
P&G ジャパン合同会社／ヤフー株式会社／関⻄電⼒株式会社／サイボウズ株式会社／⽇本 ERI 株式 
会社／認定 NPO 法人フローレンス／ソフトバンク株式会社／サントリーホールディングス株式会社 

② ⼤学院派遣制度 
国内外の⼤学院等へ職員を派遣することにより、市役所の枠にとらわれない豊かな発想、⾼度な専⾨知識、

人脈等を得ることで、今後の市政を担うチャレンジ精神・リーダーシップ・デザイン⼒をあわせ持つ多様な人材を育
成します。 

〔令和５年度の拡充内容〕 
≪国内⼤学院≫ 
・派遣先の制限を撤廃し、学びたい分野の⼤学院を対象とする。 
・令和５年度より対象年齢について 40 歳未満に引き上げ。 
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≪海外⼤学院≫ 
・令和５年度より対象年齢について 40 歳未満に引き上げ。 

 
 ③ 研究機関への派遣研修 
 
（7）⾃⼰啓発⽀援制度 

① 資格取得⽀援制度 
② 講座受講⽀援制度 
③ ⾃主研究グループ活動⽀援制度 
④ ⺠間セミナー参加⽀援 
⑤ 通信教育講座 
 
〔令和５年度の拡充内容〕 
≪資格取得⽀援制度≫ 
・申請手続きを簡素化する⽬的で事後申請とする。 
・重点助成対象資格を 24 から 39 に拡⼤する。 
・建築基準適合判定資格者、建築物⽯綿含有建材調査者、電気主任技術の資格取得について、補助率 

を 2 分の 1 から全額に拡充し、補助上限額も 10 万円から 20 万円に増額する。 
・二級建築⼠、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠の資格取得について、補助上限額を 10 万円から 20 万円に 

増額する。 

≪講座受講⽀援制度≫ 
・⼤学・⼤学院の受講料・入学⾦等の助成額の上限を２万円から５万円（補助率１／２）に増額するとと

もに、⼤学・⼤学院の受講料・入学⾦等の合計額が年間 100 万円を超える場合は、助成額を 10 万円
／年に増額する。 

≪⾃主研究グループ活動⽀援制度≫ 
・SDGｓの観点で先進事例等の視察に⾏く場合の交通費助成（上限 10 万円）を創設する。 
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Ⅱ　令和５年度　研修体系図
職務の級 職位 階層別研修 ⼈材育成・マネジメント能⼒ 基礎実務能⼒ 応対・コミュニケーション能⼒ 業務改善・政策形成能⼒ 職員意識 　対象者の階層が

限定される研修

ー  新規採用予定者

6級 課⻑級

7級 部⻑級

8級 局⻑級

ー  再任用職員

ー  会計年度職員

１．資格取得⽀援制度

２．講座受講⽀援制度

３．⾃主研究グループ活動⽀援制度

４．⺠間セミナー参加⽀援

５．通信教育講座

１．⺠間企業等派遣

２．国内外⼤学院等派遣

３．研究機関への派遣研修

LMS学習⽀援システム より主体的に能⼒開発、キャリア形成に取り組める環境を整備するため、令和５年度からLMSで外部のオンライン学習サービスを受講予定。

市役所の枠にとらわれない柔軟な発想やスキル、ビジネス感覚、コスト意識を学び、⾝に付けたノウハウや経験、人脈を市政に還元することを⽬的に、⺠間企業等へ派遣をする。

国内外の⼤学院へ職員を派遣することにより、市役所の枠にとらわれない豊かな発想、⾼度な専⾨知識、人脈等を得ることで、今後の市政を担うチャレンジ精神・リーダーシップ・デザイン⼒をあわせ持つ多様な人材を育成する。

各職場のニーズに応じた職員のスキルアップのため、各職場が実施する研修にかかる講師謝礼を⽀援する。

外部機関が実施する研修に職員を派遣するための費用（受講料等）を⽀援する。〔対象となる研修〕1.市町村アカデミーJAMP　2.国際⽂化アカデミーJIAM　3.国⼟交通⼤学校　4.一般財団法人 全国建設研修センター　5.近畿地方整備局　6.統計研究研修所

職場研修⽀援制度

派遣研修⽀援制度

最新技術の知⾒、政策⽴案能⼒の向上を図るため、研究機関へ派遣する。

派遣研修制度

職員が公務員としての職務遂⾏能⼒の向上に特に資する資格、職務に有用なものとして所属⻑の確認を受けた資格を取得した場合、取得に要した費用の一部を助成する

職員が公務員としての職務遂⾏能⼒の向上に資する講座、職務に有用なものとして所属⻑の確認を受けた講座を受講した場合、受講に要した費用の一部を助成する。

職員の⾃⼰啓発の⽀援及び政策形成能⼒の向上に資するため、時間外に⾃主的に研究活動を⾏う職員のグループに対して⽀援を⾏う。

⺠間企業などの経営戦略、人材育成、リーダーシップ、ビジネススキルなどの理論や実践例を学ぶ。

通信教育講座の開講情報を提供し、⾃発的な意思による幅広い能⼒開発を⽀援する。

⾃⼰啓発⽀援制度

1・2級

3級

4級

5級 係⻑級

係員

新規採用職員研修（１部）

新規採用職員研修（集中研修期間）

新規採用職員研修（２部）

新規採用職員研修（３部）

採用２年次研修（コース選択）

採用３年次研修（コース選択）

採用５年次研修（コース選択）

３級昇格時研修

３級職員キャリア研修

４級昇格時研修

係⻑昇任前研修

係⻑昇任時研修

係⻑級選択型研修（ｺｰｽ選択）

係⻑昇任５年次研修

課⻑昇任時研修

課⻑２年次研修

課⻑３年次研修

部⻑昇任時研修

再任用採用予定者研修

会計年度職員採用時研修

新規採用予定者交流会

仕事の基本・基礎実務

新聞を活用した研修

応対接遇

キャリア形成・神⼾学

SDGｓ思考

危機管理（クロスロード）

ロジカルシンキング・クリティカルシンキング・ラテラルシンキング・論理的な文章力向上・クレーム・レジリエンス・アサーティブ
コミュニケーション・仕事力向上・業務改善・キャリア形成支援
※２・３・５年次研修は、個人の能力や必要とするスキルに合わせ、柔軟にカリキュラムを選べる選択制を導入

神⼾2025ﾋﾞｼﾞｮﾝ・法律講座

地方自治法・地方公務員法

SDGｓ政策形成

後輩育成 職場改善 フォロワーシップ

人権リーダー養成SDGｓ政策形成

SDGｓ政策形成・業務改善

DEI視点での部下育成
危機管理

部下育成・組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

職場コミュニケーション

意識向上・仲間づくり

ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ・ｱｻｰﾃｨﾌﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 職場実習

マネジメント基礎・人事評価

職員研修所主催の集合研修、LMSに掲載の動画研修、兵庫県・関⻄広域連合主催、⼜は加盟自治体主催の研修から１つ選択し受講

危機管理（震災経験継承）

リスク管理

マネジメント能力向上

職場コミュニケーション キャリアの棚卸

公務員倫理・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

ト
ッ
プ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

セ
ミ
ナ
ー

Ｏ
Ｊ
Ｔ
指
導
者
研
修（
新
採
サ
ポ
ー
タ
ー
）

・
メ
ン
タ
ー
研
修

Ｏ
Ｊ
Ｔ
指
導
者
研
修

（
新
採
指
導
者
）

キャリア形成

キャリア形成
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1 新規採用予定者交流会 1 OJT指導者研修（新採指導者）
2 新規採用職員１部研修 2 OJT指導者研修（新採サポーター）
3 新規採用職員 集中研修期間 3 メンター研修
4 新規採用職員２部研修 4 外郭団体派遣者向け研修
5 新規採用職員３部研修
6 採用２年次職員研修 5 ⽂章⼒向上研修
7 採用３年次職員研修 ◎ 6 実践型⽂章⼒向上研修
8 採用５年次職員研修 7 伝わる⽂章作成研修

○ 9 ３級昇格時研修（⾏政職等）
〇 10 ３級昇格時研修（労務職） 8 窓口職員の外国人応対向上研修

11 ３級職員キャリア研修（⾏政職等） 9 区役所窓口職員応対接遇実地研修
○ 12 ４級昇格時研修（⾏政職等）
○ 13 ４級昇格時研修（労務職） ◎ 10 SDGｓ実践型研修

14 係⻑昇任前研修 11 クリエイティブセミナー
12 BE KOBE フォーラム　※時間外実施

○ 15 係⻑昇任時研修
16 係⻑級選択型研修 13  育児休業取得・育児休業復帰職員研修「育休仲間☆交流会」

17 係⻑５年次研修（危機管理・震災継承研修） 14 ワーク・ライフ・バランス研修
18 課⻑昇任時研修
19 課⻑2年次研修(危機管理・防災研修） 15 兵庫県との合同研修

◎ 20 課⻑3年次研修（DEI研修） 16 政策形成能⼒向上研修（関⻄広域連合主催研修）
21 部⻑昇任時研修 ◎ 17 ESGセミナー実地編（地域活性化センター連携研修）
22 トップマネジメントセミナー

18 LMSコンテンツ
23 再任用採用予定者研修

24 会計年度任用職員研修 1 職場研修⽀援制度

1 派遣研修⽀援制度

1 資格取得⽀援制度
2 講座受講⽀援制度
3 ⾃主研究グループ活動⽀援制度
4 ⺠間セミナー参加⽀援
5 通信教育講座

1 ⺠間企業等への派遣研修
2 ⼤学院派遣制度

◎ 3 研究機関への派遣研修

Ⅲ　令和５年度　研修等一覧（実施予定を含む）
◎…令和５年度より新規実施　 ○…査定昇給対象研修　

階層別研修 テーマ別研修
一般職員対象 ⼈材育成・マネジメント能⼒

基礎実務能⼒

応対・コミュニケーション能⼒

業務改善・政策形成能⼒

再任用職員対象

会計年度任用職員対象

職員意識
管理職対象

⺠間企業等への派遣研修

合同・連携研修

⾃主学習

各職場での研修⽀援

各職場からの派遣研修⽀援

⾃⼰啓発⽀援
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Ⅳ　令和５年度　研修スケジュール
※下記研修は予定です。詳細は次頁以降の「研修・事業内容」もしくは毎月15日頃発行の「研修だより」でご確認ください。

階層別研修 その他の研修

令和５年
４月

新規採用職員研修 １部研修（〜４/20）
係⻑昇任前研修（eラーニング）
課⻑昇任時研修（部下育成eラーニング）

外郭団体派遣者向け研修（R5年度派遣者対象）

令和５年
５月

新規採用職員(集中研修期間）
４級昇格時研修（⾏政職等）（テーマ別研修１部）
係⻑昇任前研修（eラーニング）
係⻑級選択型研修(eラーニング)
課⻑昇任時研修（部下育成eラーニング）

OJT指導者研修（新採指導者・新採サポーター）

令和５年
６月

新規採用職員（集中研修期間）
３級職員キャリアアップ研修
係⻑級選択型研修(eラーニング)

メンター研修
実践型⽂章⼒向上研修
SDGｓ実践型研修
窓口職員の外国人応対向上研修

令和５年
７月

３級昇格時研修（労務職）
３級職員キャリアアップ研修
３級職員キャリアデザイン研修
４級昇格時研修（労務職）
係⻑昇任前研修（eラーニング）
係⻑昇任時研修（基本研修）
係⻑級選択型研修（eラーニング)
課⻑昇任時研修（基本研修・組織マネジメント⼒向上研
修）
部⻑昇任時研修

実践型⽂章⼒向上研修
職場人権リーダー養成研修※係⻑昇任時研修（基本研
修）と同時期
SDGｓ実践型研修
ESGセミナー実地編（地域活性化センター連携研修）

令和５年
８月

採用２・３・５年次職員研修
３級昇格時研修（⾏政職等）（基本研修）
３級昇格時研修（労務職）
３級職員キャリアアップ研修
３級職員キャリアデザイン研修
４級昇格時研修（⾏政職等）（基本・テーマ別研修２
部）
４級昇格時研修（労務職）
係⻑昇任時研修（基本研修・マネジメント基礎研修・人事評
価・SDGｓ）
係⻑級選択型研修(eラーニング)
課⻑昇任時研修（基本研修・組織マネジメント⼒向上研
修）
課⻑3年次研修（DEI研修）

実践型⽂章⼒向上研修
職場人権リーダー養成研修※係⻑昇任時研修（基本研
修）と同時期
SDGｓ実践型研修
ＢＥ　ＫＯＢＥ　フォーラム
ESGセミナー実地編（地域活性化センター連携研修）

令和５年
９月

採用２・３・５年次職員研修
３級昇格時研修（⾏政職等）（キャリア形成研修）
３級職員キャリアアップ研修
３級職員キャリアデザイン研修
係⻑昇任時研修（基本研修・マネジメント基礎研修・人事評
価・SDGｓ）
係⻑級選択型研修(集合・eラーニング)
課⻑昇任時研修（部下育成）

職場人権リーダー養成研修※係⻑昇任時研修（基本研
修）と同時期
⽂章⼒向上研修
SDGｓ実践型研修
ESGセミナー実地編（地域活性化センター連携研修）
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階層別研修 その他の研修

令和５年
10月

新規採用職員研修 ２部研修
採用２・３・５年次職員研修
３級昇格時研修（⾏政職等）（SDGｓに基づく政策形成
研修）
３級職員キャリアアップ研修
３級職員キャリアデザイン研修
係⻑級選択型研修(集合・eラーニング)

育児休業取得・育児休業復帰職員研修
　「育休仲間☆交流会」
SDGｓ実践型研修
伝わる⽂章作成研修

令和５年
11月

新規採用職員研修 ２部研修
採用２・３・５年次職員研修
３級職員キャリアアップ研修
３級職員キャリアデザイン研修
課⻑２年次研修（eラーニング )

SDGｓ実践型研修
伝わる⽂章作成研修
ワーク・ライフ・バランス研修

令和５年
12月

採用２・３・５年次職員研修
３級職員キャリアアップ研修
３級職員キャリアデザイン研修
係⻑５年次研修
課⻑２年次研修（集合・eラーニング）

SDGｓ実践型研修
伝わる⽂章作成研修

令和６年
１月

新規採用職員研修 ３部研修
採用２・３・５年次職員研修
３級職員キャリアデザイン研修

令和６年
２月

新規採用予定者交流会
新規採用職員研修 ３部研修
３級職員キャリアデザイン研修
再任用採用予定者研修

令和６年
３月

係⻑昇任前研修
再任用採用予定者研修 外郭団体派遣者向け研修（R６年度派遣者対象）

その他
時期未定
の研修

会計年度任用職員研修（eラーニング）※採用後随時
トップマネジメントセミナー

区役所窓口職員応対接遇実地研修
クリエイティブセミナー
兵庫県との合同研修
政策形成能⼒向上研修（関⻄広域連合主催研修）
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対象者 令和６年度新規採用予定者
⽇　程 令和６年2⽉
⽇　数 0.5⽇間
内　容 神⼾市職員として働く上での意識の向上、啓発・社会人としての心構え、仲間づくり

対象者 令和５年度新規採用職員等（⾏政職等）
⽇　程 令和５年４⽉４⽇〜４⽉20⽇
⽇　数 12.5⽇間

対象者 令和５年度新規採用職員等（⾏政職等）
⽇　程 令和５年５〜６⽉
⽇　数 4.5⽇（職場実習︓4⽇間/集合研修︓0.5⽇/eラーニング1H）

対象者 令和５年度新規採用職員等（⾏政職等）
⽇　程 令和５年10⽉〜11⽉
⽇　数 ２⽇間
内　容 神⼾学、新聞を活用した研修、キャリア形成

対象者 令和５年度新規採用職員等（⾏政職等）
⽇　程 令和６年１⽉〜２⽉
⽇　数 0.5⽇間
内　容 クロスロード体験

Ⅴ　令和５年度　研修・事業内容　※実施予定を含む。時期・内容等は変更になる可能性があります。

１．階層別研修
一般職員研修

2 新規採用職員
１部研修

⽬　的 市職員としての執務に対する基本的な心構え及び本市の主要施策等に関する基礎的知識を習得
するとともに、職員間のチームワークを醸成する。

内　容

〔集合研修〕市⻑・副市⻑・各局幹部講話
クレド、キャリア形成、健康管理、SIM2030、SDGｓ思考、広報、神⼾2025ビジョン、働き方改
革、各局の施策、区役所の施策、手話、多⽂化共生、地域貢献、仕事の基本、新聞研修、政策
ディベート、予算・議会、リーダーシップ、応対接遇、課題の検討、専⾨職種別研修、先輩職員との
座談会、職場実習

〔e-ラーニング〕
【必須】
人事・服務、コンプライアンス、情報公開・個人情報保護・パブリックコメント、情報セキュリティ、給与、
人事評価、福祉学習、人権、男⼥共同参画、神⼾のあゆみ、アンコンシャスバイアス、地方⾃治法、
地方公務員法、意思決定プロセス、会計、議会、危機管理、庁内システム、神⼾市の組織、神⼾
の主要施策、市税
【選択】
国際都市神⼾、神⼾医療産業都市、スタートアップ事業、選挙事務、PCスキル、プレゼンテーショ
ン、ラテラルシンキング、ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、業務改善、分かりやすい説明の仕
方、分かりやすい資料の作り方、DXの基礎、応対接遇、アサーティブコミュニケーション、コミュニケー
ション、各種ESGセミナー

1 新規採用予定者
交流会

⽬　的 入庁後の市職員としての生活への移⾏及び人間関係の構築をスムーズに⾏うため、採用予定者同
⼠のコミュニケーションを促進し不安の払拭を図る。

4 新規採用職員
２部研修

⽬　的
市職員として必要な、神⼾についての知識、新聞を題材としたプレゼンテーションを通じて、「書く⼒」
「話す⼒」を習得する。また、キャリア形成の考え方を学び、キャリアカルテを使って、具体的な⽬標を設
定する。

5 新規採用職員
3部研修

⽬　的 阪神・淡路⼤震災で被災した⾃治体として、その知識・経験の継承のため、クロスロード体験を通じ
て、危機管理能⼒の向上を図る。

3 新規採用職員
集中研修期間

⽬　的 市職員として必要な、アサーティブコミュニケーション、レジリエンスについての知識を習得する。また、職
場実習を通して多くの職場を経験し、今後のキャリアプランを具体的にイメージする。

内　容
職場実習
レジリエンス研修
アサーティブコミュニケーション研修（eラーニング）
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対象者 採用後２年⽬の職員（令和４年度採用者）

⽇　数 1.5⽇間（基本研修︓0.5⽇間／テーマ別研修︓１⽇間）

対象者 採用後3年⽬の職員（令和３年度採用者）

⽇　数 1.5⽇間（基本研修︓0.5⽇間／テーマ別研修︓1⽇間）

対象者 採用後５年⽬の職員（平成31年度採用者）

⽇　数 1.5⽇間（基本研修︓0.5時間／テーマ別研修︓1⽇間）

対象者 令和４年４⽉２⽇〜令和５年４⽉１⽇に⾏政職等給料表３級に昇格した職員

⽇　程 令和５年７〜８⽉
⽇　数 1⽇間
内　容 中堅職員としての心得、コミュニケーション等

8 採用5年次職員
研修

⽬　的 入庁５年⽬の若手職員として求められるスキルについて、個別のニーズに応じたテーマを選択してスキ
ルアップすることにより、業務遂⾏能⼒の向上を図る。

⽇　程 〔基本研修〕　令和５年８⽉　※eラーニング
〔テーマ別研修〕　令和５年８⽉〜１⽉　※eラーニング、集合研修

内　容

〔基本研修〕副市⻑講話
〔テーマ別研修〕以下の10テーマより選択  ※採用２・３・５年次職員研修共通
レジリエンス／キャリア形成⽀援／クレーム対応／仕事⼒向上／論理的な⽂章⼒向上／業務改善
／アサーティブコミュニケーション／ロジカルシンキング／ラテラルシンキング／クリティカルシンキング

内　容

〔基本研修〕⾃治体予算に関するレポート（予定）
〔テーマ別研修〕以下の10テーマより選択 ※採用２・３・５年次職員研修共通
レジリエンス／キャリア形成⽀援／クレーム対応／仕事⼒向上／論理的な⽂章⼒向上／業務改善
／アサーティブコミュニケーション／ロジカルシンキング／ラテラルシンキング／クリティカルシンキング

7 採用3年次職員
研修

⽬　的 入庁３年⽬の若手職員として求められるスキルについて、個別のニーズに応じたテーマを選択してスキ
ルアップすることにより、業務遂⾏能⼒の向上を図る。

⽇　程 〔基本研修〕　令和５年８⽉　※eラーニング
〔テーマ別研修〕　令和５年８⽉〜１⽉　※eラーニング、集合研修

内　容

〔基本研修〕副市⻑講話／市の財政・主要施策／人材育成基本計画／健康管理／契約事務
〔テーマ別研修〕以下の10テーマより選択  ※採用２・３・５年次職員研修共通
レジリエンス／キャリア形成⽀援／クレーム対応／仕事⼒向上／論理的な⽂章⼒向上／業務改善
／アサーティブコミュニケーション／ロジカルシンキング／ラテラルシンキング／クリティカルシンキング

6 採用2年次職員
研修

⽬　的 入庁２年⽬の若手職員として求められるスキルについて、個別のニーズに応じたテーマを選択してスキ
ルアップすることにより、業務遂⾏能⼒の向上を図る。

⽇　程 〔基本研修〕　令和５年８⽉
〔テーマ別研修〕　令和５年８⽉〜１⽉　※eラーニング、集合研修

9 3級昇格時研修
（⾏政職等）

⽬　的 組織の中心的役割を担う認識を持つとともに、市政知識や法律知識、必要なスキルを習得し、職務
遂⾏能⼒の向上を図る。

⽇　程 〔基本研修〕令和５年８⽉　※eラーニング
〔テーマ別研修〕令和５年９⽉〜10⽉

⽇　数 〔⾏政職等〕3⽇間（基本研修︓1.5⽇間／テーマ別研修︓１.5⽇間）
〔⾏政職等以外〕1.5⽇間（基本研修のみ）

内　容 〔基本研修〕副市⻑講話、神⼾2025ビジョン、法律講座
〔テーマ別研修〕キャリア形成研修、SDGｓに基づく政策形成研修

10 3級昇格時研修
（労務職）

⽬　的 より主体的に仕事に取り組むためのノウハウを習得することで、中堅職員としての⽴場と役割を再認識
し、⾃分⾃⾝及び職場におけるモチベーションの維持・向上を図る。

令和４年４⽉２⽇〜令和５年４⽉１⽇に労務職給料表３級に昇格した職員　※交通局職員
除く対象者
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対象者 ⾏政職等給料表３級のうち令和５年４⽉１⽇時点で46 歳から 58 歳までの職員

対象者 令和４年４⽉２⽇〜令和５年４⽉１⽇に⾏政職給料表、医療職給料表(2)、消防職給料表４級に昇格した職員

⽇　数 ２⽇間（基本研修︓0.5⽇間／テーマ別研修︓1⽇間、e-ラーニング0.５⽇間）

⽇　程 令和５年７〜８⽉
⽇　数 1⽇間
内　容 役割の認識、職場活性化、コミュニケーション等

対象者 令和６年度に係⻑級に昇任する職員
⽇　程 令和６年３⽉~５⽉　※基本研修はｅラーニング

11 3級職員キャリア研修
（⾏政職等）

⽬　的
外部環境の変化や、⾃⾝の強み・弱みを理解し、組織の期待や⾃⾝の役割を再認識するとともに、
今後組織で果たす役割を考え、⽬標を設定・可視化することで、モチベーションのさらなる向上を図
る。

⽇　程
〔キャリアアップ〕　令和５年６⽉〜12⽉
〔キャリアデザイン〕令和５年７⽉〜２⽉
※対象者を２グループに分けて、２年度間（令和４・５年度）で実施。

⽇　数 〔キャリアアップ〕　 １⽇間
〔キャリアデザイン〕0.5⽇間

内　容
〔キャリアアップ〕外部環境の変化や、⾃⾝の強み・弱みを理解し、組織の期待や⾃⾝の役割を再認
識
〔キャリアデザイン〕今後組織で果たしてく役割を考え、⽬標を設定・可視化

14 係⻑昇任前研修

⽬　的
係⻑として求められる基本的な心構えやマネジメント・コミュニケーションスキル、法律知識等を昇任前
に学ぶことにより、係⻑への昇任に向けた⾃覚や⾃信を⾼め、係⻑としての業務遂⾏能⼒の向上を
図る。

⽇　数 〔基本研修〕約23時間
〔テーマ別研修〕0.5⽇間

内　容 〔基本研修〕地方⾃治制度、地方公務員制度、選挙事務
〔テーマ別研修〕職場コミュニケーション

内　容 〔基本研修〕副市⻑講話、健康管理、障害者施策
〔テーマ別研修〕係⻑補佐の責務と役割、リーダーシップとフォロワーシップ、業務改善⼒等

13 4級昇格時研修
（労務職）

⽬　的 職場の中心となるベテラン職員としての⽴場と役割を再認識するとともに、職場活性化や後輩への助
⾔に必要なスキルを習得することにより、職務遂⾏能⼒の向上を図る。

12 4級昇格時研修
（⾏政職等）

⽬　的
⾼度かつ専⾨的な知識を活用し、担当者として求められる⽔準以上の職務遂⾏能⼒および実務⾯
における後輩への指導・助⾔を期待できる能⼒の向上を図る。さらに円滑な組織運営に貢献できるよ
う、責任あるベテラン職員として係⻑等上司を補佐する能⼒を養う。

⽇　程 〔基本研修〕令和５年８⽉　※eラーニング
〔テーマ別研修〕令和５年５・８⽉

対象者 令和４年４⽉２⽇〜令和５年４⽉１⽇に労務職給料表４級に昇格した職員　※交通局職員
除く
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対象者 令和４年５⽉21⽇〜令和５年４⽉20⽇に係⻑級に昇任した職員

対象者 係⻑昇任２年⽬以降の職員
⽇　程 令和５年5⽉〜２⽉　※eラーニング、集合研修
⽇　数 eラーニング︓２〜３時間、集合研修︓0.5⽇間

対象者 係⻑級昇任5年⽬の職員
⽇　程 令和5年12⽉
⽇　数 0.5⽇間

内　容 震災経験の継承

対象者 令和４年４⽉２⽇〜令和５年４⽉１⽇までに課⻑級に昇任した職員

⽇　数 ３⽇間（基本研修︓0.5⽇間／テーマ別研修(1)1.5時間／テーマ別研修(2)１⽇間／テーマ別研修(3)0.5⽇間）

対象者 課⻑昇任２年⽬の職員

⽇　程 [eラーニング研修]令和５年11⽉〜12⽉
[集合研修]令和５年12⽉

⽇　数 1⽇間
内　容 危機管理・防災の基礎知識、危機発生時の対処法等

〔基本研修〕市⻑講話、危機管理広報、人材育成、健康管理、働き方改革、広聴関係、コンプラ
イアンス、市議会等
〔人権リーダー養成研修〕神⼾市における人権⾏政の現状と課題、児童虐待とDV、障害者施策
〔テーマ別研修〕マネジメント基礎、SDGｓ研修、人事評価研修

16
係⻑級選択型研修
（旧係⻑２〜４年次
研修）

⽬　的 係⻑として求められるスキルについて、個別のニーズに応じたテーマを選択してスキルアップすることによ
り、業務遂⾏能⼒の向上を図る。

内　容 職員研修所主催の集合研修、LMSに掲載の動画研修、兵庫県・関⻄広域連合主催等の研修、
職員研修所から案内する研修から１つ選択し受講

管理職研修

15
係⻑昇任時研修
※人権リーダー養成研
修も同時実施

⽬　的
係⻑に求められる役割・心構え等を認識するとともに、業務遂⾏を⾏うためのリーダーシップ・マネジメ
ント⼒及び部下育成能⼒の習得を図る。また、職場での人権課題解決にリーダーとして取り組めるよ
うに、広範・多岐にわたる人権知識の習得と人権意識の⾼揚を図る。

⽇　程

〔基本研修〕令和５年７⽉~９⽉　※eラーニング
〔テーマ別研修〕
〈2⽇間コース（⾏政職等）〉８〜９⽉
〈1⽇間コース（⾏政職等以外）〉８〜９⽉

⽇　数

〔⾏政職等〕３⽇間（基本研修︓１⽇間／人権リーダー養成研修︓約90分／テーマ別研修︓
２⽇間）
〔⾏政職等以外〕２⽇間（基本研修︓１⽇間／人権リーダー養成研修︓約90分／テーマ別研
修︓１⽇間）

内　容

17

係⻑5年次研修
（危機管理・
震災継承研修）

⽬　的 市職員として阪神・淡路⼤震災の経験を継承し、災害への備えについて学び・考えるとともに、
職場の中で中堅係⻑として求められる役割について再認識する。

18 課⻑昇任時研修

⽬　的 課⻑に求められる役割・心構え等を認識するとともに、市政運営の中核を担うためのリーダーシップ、
組織マネジメント⼒及び部下育成能⼒の習得を図る。

⽇　程

〔基本研修〕令和５年７~８⽉　※eラーニング実施
〔テーマ別研修(1)部下育成（eラーニング）〕令和５年４⽉〜５⽉
〔テーマ別研修(2)組織マネジメント⼒向上〕令和５年７~８⽉
〔テーマ別研修(3)部下育成〕令和５年９⽉６⽇〜８⽇

内　容

〔基本研修〕人権、障害者への合理的配慮、健康管理、会計事務、契約事務、危機管理広報、
働き方改革・⽂書管理、データアカデミー、※コンプライアンス推進責任者研修を含む
〔テーマ別研修(1)部下育成（eラーニング〕人材育成における管理職の役割、部下育成のスキル等
〔テーマ別研修(2)組織マネジメント⼒向上〕 　リスク管理、業務改善等
〔テーマ別研修(3)部下育成〕　部下の育成・指導等

19 課⻑２年次研修
（危機管理・防災研修）

⽬　的
平時はもとより、危機対応時においても組織の中核を担う課⻑に求められる役割・心構え等を認識
し、危機管理・防災に関する知識を深めるとともに、危機対応時における意思決定・指揮やリーダー
に求められる資質、危機対応能⼒の向上を図る。
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対象者 課⻑昇任３年⽬の職員
⽇　程 令和５年８⽉23⽇〜24⽇
⽇　数 0.5⽇間

対象者 令和４年４⽉２⽇〜令和５年４⽉１⽇に部⻑級に昇任した職員
⽇　程 令和５年７⽉
⽇　数 1⽇間
内　容 マネジメント能⼒向上

対象者 市⻑・副市⻑・局⻑級職員　等
⽇　程 未定

対象者 令和６年４⽉から再任用職員として採用を希望する職員
⽇　程 令和５年10⽉〜12⽉
⽇　数 １⽇間（基本研修︓0.5⽇間／テーマ別研修︓0.5⽇間）

⽬　的 市職員として業務遂⾏上必要な知識及び技能を習得する。
対象者 令和５年度新たに採用された会計年度任用職員
⽇　程 採用後速やかに実施　※eラーニング実施
⽇　数 1時間程度
内　容 勤務条件、服務、コンプライアンスの推進、個人情報保護制度、情報セキュリティ

20 課⻑3年次研修
（DEI研修）

⽬　的
職員一人一人が⾃分⾃⾝が望むキャリアを形成し、いきいきと働ける環境を整備するため、部下育
成やキャリア形成⽀援に重要なDEI（多様性Diversity　公平性Equity　包括性Inclusion）へ
の理解を深める。

内　容 DEI（多様性Diversity　公平性Equity　包括性Inclusion）の視点を踏まえた部下育成、マネ
ジメント等

再任用職員研修

23
再任用採用予定者
研修

⽬　的
再任用を希望する職員が、これまでの職務経験を振り返り、ノウハウの提供や後継者の育成に活か
すとともに、業務上必要な新たな課題に積極的にチャレンジできるよう、主体的な取り組みのきっかけ
を作る。

内　容
〔基本研修〕副市⻑講話、地域貢献 ※eラーニング
〔テーマ別研修〕期待される役割、キャリアの棚卸し、ベテラン職員の意識と⾏動、メンバーとの関係構
築

21 部⻑昇任時研修

⽬　的 組織マネジメントの要諦である人材育成を中心に、組織運営やリスク管理、戦略的思考等の部⻑
級職員に求められるマネジメント能⼒の強化を図る。

22 トップマネジメント
セミナー

⽬　的 ⾃治体運営を担う幹部職員として、神⼾市政や国内外の先進事例についての最新の動向等につい
て学び、⾏政経営能⼒の向上を図る。

会計年度任用職員研修

24 会計年度任用職員
研修
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対象者 令和５年度に新規採用職員を受け入れ、指導する係⻑級職員等
⽇　程 令和５年５⽉　※eラーニング

対象者 令和５年度に「新採サポーター」として所属⻑が選定した職員
⽇　程 令和５年５⽉　※eラーニング

対象者 令和５年度に「メンター」として⾏財政局⻑が選定した職員
⽇　程 令和５年６⽉（0.5⽇間）

対象者 令和６年度から外郭団体（株式会社、財団法人）へ派遣もしくは就職が予定されている職員等
⽇　程 令和６年３〜４⽉　※eラーニング

⽬　的 伝わる⽂章を書くために必要な考え方、分かりやすい⽂章の基本を学び⽂章⼒の向上を図る
対象者 職員一般
⽇　程 令和5年９⽉

対象者 職員一般
⽇　程 令和５年６〜８⽉

対象者 職員一般
⽇　程 令和5年10〜12⽉

対象者 職員一般
⽇　程 令和５年６⽉

対象者 区役所の窓口職員
⽇　程 未定

２．テーマ別研修 

⼈材育成・マネジメント能⼒

1 OJT指導者研修
（新採指導者）

⽬　的 新規採用職員に対する職場での指導者として求められる役割を確認するとともに、OJT計画書の作
成ポイントを学び、計画的な育成を⾏うためのスキルを習得する。

2 OJT指導者研修
（新採サポーター）

⽬　的 新規採用職員の相談の窓口としての役割や、職場の習慣や仕事への取組姿勢について助⾔や⽀
援、また、先輩職員として⽇常業務の指導を⾏うために必要な心構えとノウハウを習得する。

基礎実務能⼒

5 ⽂章⼒向上研修

6 実践型⽂章⼒
向上研修

⽬　的

担当所管が問題⽂書を⾃ら改善できる⼒を⾝に付ける。
他部署・所管から他者の視点に基づく意⾒をもらい議論し、担当所管が⽂書の修正を進めていくこと
で、問題点の抽出・修正の方法などを⾝に付ける。
改善の結果について検証する方法を⾝に付け、⾃ら改善を重ねていくことができることを⽬指す。

3 メンター研修
⽬　的

若手職員に対して職場外の先輩職員（メンター）として、特定の職務に限らない内容の助⾔や⽀
援を⾏うために必要なスキルを⾝に付ける。また、若手職員（メンティ）がキャリア形成意識や多⾓的
な視点を⾝に付けるために必要な⽀援ノウハウを習得する。

4 外郭団体派遣者向け
研修

⽬　的 外郭団体に派遣される職員等が、派遣先においてコンプライアンスを推進するにあたって必要となる基
本的な法的知識を⾝に付ける。

7 伝わる⽂章作成研修
⽬　的 市のホームページに掲載しているFAQを題材に、市⺠⽬線での伝わる⽂章の視点を学ぶ。

実際のFAQを考察し改善点を考えることで、職員の⽂章作成・修正スキルの向上を図る。

応対・コミュニケーション能⼒

8 窓口職員の外国人応
対向上研修

⽬　的 ⽇本語が得意ではない外国人来庁者の⽬線を理解し、理想の窓口対応について考える。
やさしい⽇本語による窓口での応対やコミュニケーションの基礎を学ぶ。

9 区役所窓口職員応対
接遇実地研修

⽬　的 市⺠の求める⾏政ニーズが多様化・⾼度化する中、市⺠ニーズに沿った適正なサービスが提供できる
よう応対スキルを⾝につける。
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対象者 職員一般
⽇　程 ６⽉〜12⽉（事前研修　0.5⽇　地域活動への派遣研修１〜３⽇　事後研修　0.5⽇）
⽬　的 様々な人材をゲストスピーカーとして招き、クリエイティブアプローチに関する考え方を学ぶ。
対象者 職員一般
⽇　程 未定（0.5⽇）

対象者 職員一般
⽇　程 令和５年８⽉　※時間外実施

対象者 育児休業中または育児休業から復帰後約１年以内の職員（⾏政職、保健師または消防職）
⽇　程 令和５年10⽉（0.5⽇間×３回）

対象者 職員一般（神⼾市・兵庫県の職員）
⽇　程 令和５年11⽉

⽬　的 神⼾市・兵庫県の職員の切磋琢磨と相互交流により資質・能⼒の一層の向上を図る。
対象者 職員一般
⽇　程 未定

対象者 採用後10年⽬程度または30歳代の職員

対象者 職員一般（他⾃治体の職員も参加予定）

18 LMSコンテンツ

11 クリエイティブセミナー

12 BE KOBE フォーラム
⽬　的 議論や交流を通じて、職員間のネットワークを広げるとともに、新しい発想でこれからの状況に取り組め

る人材を育成する。

業務改善・政策形成能⼒

10 SDGs実践型研修
⽬　的 SDGsに関連するNPO活動等への参加により、所掌事務にとらわれない広い政策形成能⼒を⾝に

着けるとともに、地域活動に貢献できる職員を育成する

⾃主学習システム
P.19〜21　Ⅵ　LMSカリキュラム一覧参照

ワーク・ライフ・バランス
研修

⽬　的 個人のライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方の実現をに向けて、効果的なタイムマネジ
メントや、業務の優先順位のつけ方などワーク・ライフ・バランスに役⽴つスキルを習得する。

⽬　的
育児休業中及び育児休業から復帰した職員に対して、休業中の市政や業務関係の情報を提供す
るとともに、育児休業を取得した職員同⼠での情報交換を通じて、復帰後の仕事と育児の両⽴に向
けたサポートとキャリア形成⽀援を図る。

14

17
ESGセミナー実地編
（地域活性化センター
連携研修）

⽬　的
ESGセミナーで取り上げられた、先駆的にSDGs の取り組みを⾏っている⾃治体への実地研修を通じ
て、SDGｓの視点での地域課題のとらえ方や課題解決に必要な視点などを学ぶとともに、他⾃治体
職員との交流を図る。令和５年度開催予定︓岡⼭県真庭市、徳島県上勝町

⽇　程 ７⽉中旬〜９⽉中旬（各研修、現地で２⽇程度実施予定）

他団体との合同・連携研修

15 兵庫県との
合同研修

16

政策形成能⼒向上
研修
（関⻄広域連合主催
研修）

⽬　的
関⻄における共通課題等について研究を⾏うことを通じ、広域的な視点での政策形成能⼒の向上を
図る。　また、グループワーク等により各府県市職員間の相互理解を深め、人的ネットワークの形成に
もつなげる。

⽇　程 〔政策⽴案講義・演習〕　時期未定
〔統計的思考に基づく政策⽴案〕　時期未定

職員意識

13
育児休業取得・育児
休業復帰職員研修
「育休仲間☆交流会」
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2 ⼤学院派遣研修

３．各職場での研修⽀援

1 職場研修⽀援制度
各職場のニーズに応じた職員のスキルアップのため、各職場が実施する研修にかかる講師謝礼を⽀援する。
〔対象研修〕
職員一般に求められる能⼒等の向上を図るもの（接遇マナー、メンタルヘルス等）

職員の⾃⼰啓発の⽀援及び政策形成能⼒の向上に資するため、時間外に⾃主的に研究活動を⾏う職員のグ
ループに対して①研修室の夜間開放  ②研究活動費の助成（2分の１　a.SDGｓの観点での訪問や視察と
認められた交通費 上限10万円、b.その他の研究の活動費 上限5万円）③グループメンバー募集案内のイン
トラネット掲載等の⽀援を⾏う。

４．各職場からの派遣研修⽀援

1 派遣研修⽀援制度

職務遂⾏に求められる専⾨的知識・技法について習得するため、外部機関が実施する研修に職員を派遣する
ための費用（受講料等）を⽀援する。
〔対象研修〕
①以下の機関が実施する研修
1.市町村アカデミー︓JAMP　2.国際⽂化アカデミー︓JIAM　3.国⼟交通⼤学校　4.一般財団法人 全国建
設研修センター　5.近畿地方整備局　6.統計研究研修所
②その他の研修機関が実施する研修のうち、職員研修所⻑が認めるもの

５．⾃⼰啓発⽀援制度

1 資格取得⽀援制度

職員が公務員としての職務遂⾏能⼒の向上に特に資する資格、職務に有用なものとして所属⻑の確認を受け
た資格を取得した場合に、取得に要した費用の一部を助成する。
〔対象となる資格〕
①公務員としての職務遂⾏能⼒の向上に資するもの
　　語学、DX、簿記、法務、ビジネススキル、政策⽴案、業務改善、組織マネジメント、部下育成、
　　応対・コミュニケーション、メンタルヘルス、手話　等
②職務に有用なものとして、所属⻑の確認を受けたもの

６．⺠間企業等への派遣研修

1 ⺠間企業等への
派遣研修

《令和5年度派遣先》
P&Gジャパン合同会社／ヤフー株式会社／関⻄電⼒株式会社／サイボウズ株式会社／⽇本ERI株式
会社／認定NPO法人フローレンス／ソフトバンク株式会社／サントリーホールディングス株式会社

国内⼤学院派遣／海外⼤学院派遣
《令和5年度派遣先》
京都⼤学公共政策⼤学院／ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス

4 ⺠間セミナー参加⽀援 ⺠間企業などの経営戦略、人材育成、リーダーシップ、ビジネススキルなどの理論や実践例を学ぶ。
※実施時期未定

5 通信教育講座 通信教育講座の開講情報を提供し、⾃発的な意思による幅広い能⼒開発を⽀援する。

2 講座受講⽀援制度

職員が公務員としての職務遂⾏能⼒の向上に資する講座、職務に有用なものとして所属⻑の確認を受けた講
座を受講した場合、受講に要した費用の一部を助成する。
〔対象となる講座〕
①公務員としての職務遂⾏能⼒の向上に資するもの
　　語学、DX、簿記、法務、ビジネススキル、政策⽴案、業務改善、組織マネジメント、部下育成、
　　応対・コミュニケーション、メンタルヘルス、手話、その他職員研修所⻑が認めたもの
②職務に有用なものとして、所属⻑の確認を受けたもの

3 ⾃主研究グループ
活動⽀援制度

3 研究機関への
派遣研修 最新技術の知⾒、政策⽴案能⼒の向上を図るため、研究機関へ派遣する
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視聴時間 ー
作成者 各所管課

視聴時間 各コース40分〜

視聴時間 約200分

視聴時間 約140分

視聴時間 約60分（全５巻）

視聴時間 約60分（全６巻）

視聴時間 約60分

視聴時間 約60分

視聴時間 約65分（全４巻）

視聴時間 約60分（全６巻）

視聴時間 約60分（全４巻）

視聴時間 約50分（全４巻）

①オリエンテーション②段取り⼒③業務分析⼒④タイムマネジメント⑤整理整頓⼒⑥スピードアップ⼒
⑦コミュニケーション⼒⑧報連相⑨対話⼒⑩仕事⼒向上プランの作成

9 ファシリテーション研修
内容 ・ファシリテーションってなぁに︖・ファシリテーターの４つのスキル（①場のデザインのスキル②対人関係

のスキル③構造化のスキル④合意形成のスキル）

8 プレゼンテーション研修
内容

①係⻑に求められるプレゼンスキル②部下の⾃⽴⾏動に必要な３つの要素③会議での説明⼒と問
題解決の３ステップ④部下のレベルに即して説明する４つの視点⑤聞きやすく、⼒強く話す⑥分かり
やすく伝える構成技術

「伝えるべき内容の整理」、話法や進め方といった「伝える技術」、状況を踏まえた最適な「手段の選
択」を学ぶ

5

内容
仕事⼒向上研修4

説明⼒強化研修
内容

6 分かりやすい説明の仕
方研修

内容

操作画⾯を⾒ながら学べるMicrosoft Word・Excel・PowerPoint講座、Microsoft Accessの
使い方、仕事でExcelを使いこなす100の極意マスター講座

Ⅵ　LMSカリキュラム一覧
職員研修所が配信しているコンテンツのご紹介です。これらの研修は、職務として年間を通じて受講することができます。

基礎実務能⼒

内容 情報公開・個人情報保護・パブリックコメント・⽂書・法務・契約・給与・人事・会計・財務会計

2

1 基礎実務研修

パソコンスキル研修
内容

10 財務基礎研修
〜財務諸表の基礎〜

内容
財務三表（貸借対照表、損益計算書、　キャッシュ・フロー計算書）それぞれの特徴と、各種項⽬
についての全体像を学ぶ。１．財務諸表の基礎、２．損益計算書、３．貸借対照表、４．キャッ
シュ・フロー計算書

⽬的・内容を明確にし、⾃分の意図を分かりやすく相手に伝える手法を学びます。相手に何かを伝え
る前の、情報の整理の仕方、構造化、展開の仕方、話し方のトレーニングのポイントについて、すぐに
実践できるちょっとしたコツを解説します。

7

分かりやすい資料の作
り方研修〜ワンペー
パー作成の４ステップ
を学ぶ

内容 「①資料の⽬的・内容を明確にする」「②全体の構成を決める」「③情報を分かりやすく伝える」「④最
終チェック」の４つのステップに沿って、分かりやすいワンペーパー資料の作り方を学ぶ。

11
ロジカルシンキング研修
〜論理的に考え、アウ
トプットする⼒を養う〜

内容 論理的な思考・伝達方法を学ぶことで、業務上の本質的な問題を発⾒することや、第三者へ簡潔か
つ明快に伝達するために必要なスキルを習得する。

12
クリティカルシンキング研
修〜本質を⾒抜く⼒を
養う〜

内容 論理的思考をベースに更に実証⼒、根拠⼒を⾼めるために批判的かつ懐疑的に問題の本質にアプ
ローチする思考法を学び、課題設定・解決の実践⼒を⾼める。

13
ラテラルシンキング研修
〜新たな発想を生み
出す⼒を養う〜

内容
ラテラルシンキングの考え方を学ぶとともに、ラテラルシンキングを用いた、新しい発想を生み出すワーク・
演習に取り組むことで、既成の理論や概念にとらわれず、異なる様々な⾓度から物事をみる⼒や、⾃
由なアイデアを生み出す方法を習得する。
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視聴時間 約150分

視聴時間 約130分

視聴時間 約140分

視聴時間 約40分（全４巻）

視聴時間 約45分（全４巻）

視聴時間 約53分

視聴時間 約53分

視聴時間 約70分
講師 流⼭市役所総合政策部マーケティング課⻑

視聴時間 約180分
講師 流⼭市役所総合政策部マーケティング課⻑、　パネリスト・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ︓庁内講師

視聴時間 各回約30分
講師 ラヴィベル㈱、NPO法人D×P　など

視聴時間 約２時間30分
講師 神⼾⼤学⼤学院法学研究科 神⼾⼤学法学部　教授

19
業務改善研修〜基本
の9ステップを学び、改
善を実現する〜

内容 業務改善の手法を学ぶとともにその実践を通じて、新たな課題にチャレンジできる実践・応用⼒の早
期向上および組織の一員としての意識・能⼒の向上を図る。
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15 困難クレーム研修
内容

応対・コミュニケーション能⼒

14 クレーム対応研修
内容 一般的なクレームに対処するための基礎的知識を学ぶとともに、具体的な対応事例を学び、実践的

なクレーム対応のスキルを習得する

コミュニケーション研修
〜エトス・パトス・ロゴス
〜で伝える⼒を強化す
る

内容 エトス（信頼）・パトス（共感）・ロゴス（論理）の３つの要素に注⽬し、相手を動かすコミュニケー
ション術を学ぶ。

講師は、前回と同じく流⼭市マーケティング課職員をお招きし、前回の内容を発展した形で、⾃治体
マーケティングの具体的な事例や、事業実施時の市⺠の巻き込み方、シティプロモーションなどを学ぶ

20
問題解決研修
〜ビジネス上の問題を
解決する〜

内容 問題とは何か、問題解決の流れ、問題の発⾒、現状把握・調査、問題の整理、真因追究、解決策
の策定、⾏動計画策定・実施

21

R3.マーケティング
セミナー
〜流⼭市に学ぶ ⾃治体に
おけるマーケティング戦略とは
〜

内容 流⼭市のマーケティング的発想に基づく様々な取り組みに関する講義や質疑応答を通じて、⾃治体
の政策⽴案等への活かし方を学ぶ。

23 課⻑級・係⻑級ESG
朝活セミナー

内容 企業の安定的・⻑期的な成⻑の指標であるESG（環境・社会・ガバナンス）の観点から、市⻑の講
話と有識者や事業者の方の講演を聴講し、神⼾市に必要な方向性を学び、考える。

22

第2弾
R.4マーケティングセミナー
〜流⼭市に学ぶ ⾃治体に
おけるマーケティング戦略とは
〜
「理解から発信へ　Kobe
SDGs」

内容

業務改善・政策形成能⼒

内容 複雑多様化する⾏政課題に対して適切な法的解決を図るため、政策法務についての基本的な知
識や考え方、条例・規則制定等の⽴案の基本技術を習得

24 令和４年度政策法務
研修

17 ケースで学ぶアサーティ
ブコミュニケーション研修

内容 感情をそのままぶつけるのではなく、相手を尊重した上で気持ちを⾔葉で表現し、⾃分の意⾒・要求
を伝えることができるようなコミュニケーションスキルを習得する。

クレームに向かう基本姿勢、クレーム対応の基本、ハードクレームに対する心得、ハードクレーム対応の
実際的方法、ハードクレームを終了させるために、ハードクレームに対する予防策

16 レジリエンス研修
内容

①研修の全体像とゴールの確認②ストレスへの誤解・ストレスとレジリエンスの関係③レジリエンスの定
義とイメージ・レジリエンスが⾼い人④レジリエンスの⾼め方⑤レジリエントな思考を養う⑥強みの把握
と活用⑦最⾼の⾃分を想像する⑧まとめ
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視聴時間 約150分

視聴時間 約130分（全7巻）

視聴時間 約120分

視聴時間 約12分

視聴時間 各15〜30分

視聴時間 応募人数によって利用期間の制限あり（利用期間内は視聴時間の制限なし）
30 オンライン学習サービス

内容 より主体的に能⼒開発、キャリア形成に取り組める環境を整備するため、令和５年度からLMSで外
部のオンライン学習サービスを受講予定。

外部コンテンツ　※この動画は⾃⼰研鑽コンテンツのため上⻑の承認は不要です。勤務時間外に視聴してください。

28

組織内コミュニケーショ
ンの活性化のために
〜1on1ミーティング
の場合〜

内容
久元市⻑が城南交通局⻑へ「1on1ミーティング」についてインタビューされた対談動画
城南局⻑は、前職の神⼾新交通㈱社⻑在任時に「1on1ミーティング」を導入しておられます。実体
験に基づいた内容を分かりやすくお話しいただいています。

職員意識

27 キャリア形成⽀援研修

29 令和3年度
⺠間派遣研修報告

内容 令和3年度に⺠間派遣研修を経験した職員からの報告です。研修で得た気づきなどを共有します。
(派遣先 P&G、ヤフー、みなと銀⾏、関⻄電⼒、⽇本ERI)

リーダーシップを発揮するための「指導⼒」「チームビルディング」のスキルを⾼める方法を学習。職場の
リーダーとして、何をすべきなのかを具体的に紹介。①モチベーション研修②will-can-must③成熟
度に合わせた指導法④成果の“出るチーム”vs“出ないチーム”の違い⑤チームメンバーに求める要素
⑥リーダーの「職場の問題」を解決するチカラ

26 フォロワーシップ研修
内容

１．4級職員に求められる役割と今の職場の問題を整理する　２．フォロワーシップの基本理解とセ
ルフチェック　３．理想型のフォロワーになるためのポイントを確認　４．フォロワーシップの発揮法を解
説　５．効果的な対策の仕⽴て方　６．提⾔、率先の方法　７．今後のチャレンジを決定

内容
①キャリアデザインはなぜ必要か②キャリアとはなにか③これまでのキャリアの振り返り１（人生曲線）
④これまでのキャリアの振り返り２（職業経験の棚卸し）⑤今を⼤切に生きる（will,can,must、
⼤切にしている価値観）⑥これからのあなたのキャリア⑦まとめ

25 リーダーシップ研修
内容
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神⼾市職員研修要綱 

 
令和元年 12 ⽉ 24 ⽇ 
⾏ 財 政 局 ⻑ 決 定 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３９条第１項及び第２

項の規定に基づき，市⻑が任命権者として⾏う職員の研修に関し，必要な事項を定めるものとする。 
（研修の⽬的） 
第２条 研修は，職員が市⺠全体の奉仕者として職務を遂⾏する上において必要な知識，技能，

態度等を習得させ，その資質及び職務遂⾏能⼒の向上を図ることを⽬的とする。 
（研修の種類等） 
第３条 研修の種類，区分及び内容は，別表のとおりとする。 
（研修方針及び実施計画の策定） 
第４条 職員研修所⻑は，職員研修所実施研修の実施にあたり，毎年度研修方針及び実施計画

を策定するものとする。 
（研修生の決定及び命令） 
第５条 職員研修所実施研修を受ける職員の決定は，市⻑が⾏い，職員への受講命令は所属⻑

等受講者を管理⼜は監督する地位にある職員（以下，所属⻑等と⾔う）が⾏うものとする。 
（所属⻑等の責務） 
第６条 所属⻑等は，所属職員が資質及び能⼒を⾼めるよう，研修の機会等を与えるとともに，適

切な助⾔及び指導を⾏わなければならない。 
（職員の責務） 
第７条 職員は，研修を実施する機関が定める規律に従い，研修に専念しなければならない。 
２ 職員は，研修を終了したときは，速やかに所属⻑等に研修の結果を報告しなければならない。 
（局室区実施研修への⽀援） 
第８条 職員研修所⻑は，局室区実施研修の実施に関する⽀援の求めがあったときは，講師のあっ

せん，資料の提供その他必要な⽀援を⾏うものとする。 
（⾃⼰啓発） 
第９条 職員は，職務を遂⾏する上において必要な知識，技能，態度等を習得するため，常に⾃

⼰啓発に努めるものとする。 
２ 職員研修所⻑は，⾃⼰啓発が円滑に実施されるよう必要な助⾔を⾏うとともに，別に定めるところ

により必要な⽀援を⾏うものとする。 
（研修の修了） 
第 10 条 職員研修所実施研修の修了の基準については，別に定める。 
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（研修効果の測定） 
第 11 条 研修を修了した職員に対しては，必要に応じ，研修効果の測定を⾏うことができる。 
（研修の記録） 
第 12 条 職員研修所⻑は，記録が必要と認める研修については，その結果を研修記録に記録する。 
（研修の受託） 
第 13 条 市⻑は，他の任命権者からその任命に係る職員の研修を委託された場合においては，この

要綱を適用して当該職員の研修を実施することができる。 
（補則） 
第 14 条 この要綱に定めるもののほか，研修の実施に関し必要な事項は，別に定める。 
 
附 則 

この要綱は，令和２年１⽉１⽇から適用する。 
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別表（第３条関係） 
種類 区分 内容 

Off-JT 職員研修所 
実施研修 

基本研修 職員研修所が，各局室区に所属する職員を対
象に，各階層において必要とされる能⼒や意識・
意欲の向上のために実施する研修のことをいう。 

専⾨研修 職員研修所が，各局室区に所属する職員を対
象に，⾏政課題のテーマ別に適切に対応する能
⼒と実務遂⾏能⼒の向上のために実施する研修
のことをいう。 

業務主管課実施研修 各⾏政分野の業務主管課が，各局室区に所属
する職員を対象に，その所管する業務に関して実
務能⼒や意識の向上を図るために実施する研修
のことをいう。 

局室区実施研修 各局室区が，所属職員を対象に，実務・専⾨能
⼒や組織能⼒の向上のために実施する研修のこと
をいう。 

派遣研修 必要に応じて国⼜は他の地方公共団体若しくは
他の研修機関等に職員を派遣して実施する研修
のことをいう。 

OJT 各職場が，所属職員を対象に，職務を遂⾏する
上において必要とされる知識，技能，態度等を
⾝につけるため，⽇常の業務を通じて指導すること
をいう。 

⾃⼰啓発 職員が，個人⼜はグループで⾃⼰の能⼒向上の
ために⾃主的に内容を設定し，学習することをい
う。 
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職員研修所の概要 

１．名 称  神⼾市⾏財政局職員研修所 
 

２．所在地   
〒651-0083 神⼾市中央区浜辺通 5 丁⽬ 1 番 14 号  神⼾商工貿易センタービル 22 階 
TEL 〔直通〕（078）221-3888  〔内線〕7907・7908 
FAX（078）265-0175 
E メール kenshusho@office.city.kobe.lg.jp  

 
３．沿 革 

昭和 25 年 4 ⽉ 
昭和 26 年 10 ⽉ 
昭和 32 年 5 ⽉ 
昭和 42 年 4 ⽉ 
昭和 48 年 4 ⽉ 
平成 7 年 3 ⽉ 
平成 8 年 5 ⽉ 
 
平成 14 年 4 ⽉  
 
 
平成 15 年 4 ⽉ 
 
平成 20 年 4 ⽉ 
平成 25 年 12 ⽉ 
平成 27 年 4 ⽉ 

諸講習会開始 
神⼾博跡地（現王⼦公園内）に研修施設を設置 
新庁舎（2 号館）落成、研修室設置 
分庁舎（3 号館）落成、研修センター設置 
神⼾商工貿易センタービル 22 階に職員研修所設置〔総務局職員部職員研修所〕 
阪神・淡路⼤震災のため⻄神センタービル 2 階に移転 
神⼾商工貿易センタービル 22 階に再移転 
（平成 12 年度より総務局→⾏財政局に組織変更）〔⾏財政局職員部職員研修所〕 
組織改正により研修業務を新⾏政システム課に移管 
職員研修所を職員人材開発センターに名称変更 
〔⾏財政局⾏政部新⾏政システム課職員⼈材開発センター〕 
新⾏政システム課を⾏政経営課と名称変更 
〔⾏財政局⾏政部⾏政経営課職員⼈材開発センター〕 
組織改正により⾏政部から職員部に移管〔⾏財政局職員部職員⼈材開発センター〕 
職員人材開発センターを職員研修所に名称変更〔⾏財政局職員部職員研修所〕 
組織改正により第 1 類事業所に変更〔⾏財政局職員研修所〕 

 
４．職員体制（令和５年４月 1 ⽇現在） 

     ⾏財政局 ――  

 

 

         ― 税務部  

         ― 職員研修所 ―――  

 
 

所⻑(部⻑級）   1 名 
副所⻑(課⻑級)  1 名 
課 ⻑        １名 
係 ⻑        4 名 
担当職員     17 名（うち８名は⺠間企業派遣/3 名は⼤学院派遣） 

(計)   24 名 

業務改革課、庁舎課、法務⽀援課、⾏政管理課、 
人事課、組織編成課、給与課、厚生課、総務事務センター、 
財務課、契約監理課、資産活用課 
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至：新幹線　新神戸駅 Ｎ
市営地下鉄　新神戸駅

市営地下鉄　三宮駅

　ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ　三宮駅

交通センタービル
ミント神戸

歩 歩 歩

道 道 国道２号 道

橋 橋 橋

神戸阪急 プラザ三宮

三井住友 神戸阪急新館

銀行 ＬＯＦT

みずほ 神戸国際会館
銀行

三菱ＵＦＪ

銀行

上新電気

　　神戸市役所
　　1号館

大原簿記

ポートライナー

貿易センター駅　⇒

v交通案内

○ＪＲ三ノ宮駅から徒歩約１２分

○ＪＲ三ノ宮駅からポートライナー「貿易センター」駅下車すぐ

 所在地

〒651-0083　　神戸市中央区浜辺通5-1-14　神戸商工貿易センタービル22階
（ＴＥＬ）078-221-3888  （ＦＡＸ）078-265-0175　　

　神戸商工貿易センタービル22階

神戸サンボーホール

至：大阪

三宮センター街

ＪＲ　三ノ宮駅
至：明石

神戸市職員研修所

神戸マルイ

阪急　神戸三宮駅　　　

歩道橋

歩道橋ハローワーク

（阪神　神戸三宮駅）

東遊園地

フ

ラ

ワ

ー

ロ

ー

ド

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー

5．研修室（3 室） 
第 1 研修室（定員 200 名 ※コロナ感染拡⼤防⽌対策中は 60 名） 
第 2 研修室（定員  90 名 ※コロナ感染拡⼤防⽌対策中は 36 名） 
第 3 研修室（定員  80 名 ※コロナ感染拡⼤防⽌対策中は 36 名） 
 

（神⼾市職員研修所 案内図） 
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